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〇
県
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高
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免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
宮
城
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〇
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城
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庁
本
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文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

八

〇
地
方
機
関
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文
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規
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の
一
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訓
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八

〇
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す
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事
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の
委
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す
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規
程
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一
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す
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訓
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九

〇
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

九

〇
平
成
十
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
（
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す

　

る
事
務
を
行
う
職
員
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

九

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
第
六
条
の
規
定

は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
傍
聴
規
則
第
六
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
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第
十
四
条
第
二
項
」
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

本
則
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
、
委
員
」
を
「
、
教
育
長
又
は
委
員
」
に
、「
出
席
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
委
員
の
」
を
削
る
。

　

第
十
二
条
中
「
出
席
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
委
員
が
」
を
削
り
、「
と
き
」
を
「
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
を
削
り
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
各
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
一

条
と
す
る
。

　

第
二
十
三
条
中
「
委
員
」
を
「
出
席
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。　

　

二　

教
育
長
及
び
委
員
の
氏
名
及
び
出
欠
状
況

　

第
二
十
八
条
に
次
の
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

４　

承
認
さ
れ
た
会
議
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、

改
正
前
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
以
下
、「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
一
条
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）」
と
あ
る
の
は
、「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）」
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
前

条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
前
条
第
一
項
第
二
十
一
号
」
を
「
前

条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一

条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
及
び
第

二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
」
の
下
に
「
、
全
国
高
校
総
体
推
進
室
」
を
、「
生
涯
学
習
課
」
の
下
に
「
、
全
国

高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
の
五
を
第
十
三
条
の
七
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
）

第
十
三
条
の
六　

全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 　

全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
の
四
を
第
十
三
条
の
五
と
し
、
第
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
全
国
高
校
総
体
推
進
室
）

第
十
三
条
の
四　

全
国
高
校
総
体
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 　

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
処
理
す
る
」
を
「
処
理
し
、
全
国
高
校
総
体
推
進
室
の
庶
務
は
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
に

お
い
て
処
理
し
、
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
の
庶
務
は
、
生
涯
学
習
課
に
お
い
て
処
理
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
及
び
義
務
教
育
課
」
を
「
、
義
務
教
育
課
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
及
び
生
涯
学
習
課
」
に
、「
第
十
三
条
の
五
」

を
「
第
十
三
条
の
七
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
義
務
教
育
課
」
を
「
、
義
務
教
育
課
の
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
健

康
課
の
課
長
又
は
生
涯
学
習
課
」
に
、「
又
は
特
別
支
援
教
育
室
」
を
「
、
特
別
支
援
教
育
室
の
室
長
、
全
国
高
校
総

体
推
進
室
の
室
長
又
は
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
六
条
の
表
中

「

宮
城
県
登
米
高
等
学
校

登

米

市

を

宮
城
県
上
沼
高
等
学
校

宮
城
県
米
山
高
等
学
校

宮
城
県
米
谷
工
業
高
等
学
校

」

「

宮
城
県
登
米
高
等
学
校

登

米

市

に
改
め
る
。

宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校

」

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
中

「

宮
城
県
教
科

用
図
書
選
定

審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年

政
令
第
十
四
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
義

務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関

す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
及
び
教
育
委
員

会
に
対
す
る
建
議
に
関
す
る
こ
と
。

義
務
教

育
課

」
を

「

宮
城
県
教
科

用
図
書
選
定

審
議
会

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年

政
令
第
十
四
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
義

務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関

す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
及
び
教
育
委
員

会
に
対
す
る
建
議
に
関
す
る
こ
と
。

義
務
教

育
課

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
第
三
条
及
び
第
十

六
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
第
三
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
3
号
（
第
11条
関
係
）

教
育
財
産
使
用
料
減
免
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長

　
教
育
機
関
の
長
　
殿

 
申
　
請
　
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
連
帯
保
証
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
下
記
の
と
お
り
教
育
財
産
使
用
料
の
減
免
を
受
け
た
い
の
で
，
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記
１
　
財
産
の
所
在

２
　
財
産
の
区
分

３
　
面
積
又
は
数
量

４
　
使
用
目
的

５
　
使
用
希
望
期
間

６
　
減
免
申
請
の
理
由

様
式
第
2
号
（
第
８
条
関
係
）

教
育
財
産
使
用
許
可
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長

　
教
育
機
関
の
長
　
殿

 
申
　
請
　
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
連
帯
保
証
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
下
記
の
と
お
り
教
育
財
産
の
使
用
許
可
を
得
た
い
の
で
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記
１
　
財
産
の
所
在

２
　
財
産
の
区
分

３
　
面
積
又
は
数
量

４
　
使
用
目
的

５
　
使
用
希
望
期
間

備
考
　
１
　
申
請
書
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
，
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
⑴
 　
申
請
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
申
請
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為

の
写
し

　
　
⑵
　
暴
力
団
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書

　
　
⑶
　
そ
の
他
教
育
長
又
は
教
育
機
関
の
長
が
必
要
と
す
る
書
類

　
２
 　
申
請
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
本
人
確
認
を
行
う
た
め
，
申
請
人
の
運
転
免
許
証
ま
た
は
申
請

人
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類
等
を
持
参
す
る
こ
と
。

　
３
 　
使
用
期
間
の
満
了
後
，
引
き
続
き
従
前
の
使
用
許
可
の
内
容
と
同
一
の
内
容
で
使
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
，
１
⑴
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
又
は
２
に
規
定
す
る
書
類
の
持
参
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
4
号
（
第
15条
関
係
）

教
育
財
産
現
状
変
更
承
認
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長

　
教
育
機
関
の
長
　
殿

 
申
　
請
　
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
連
帯
保
証
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
教
育
財
産
を
下
記
の
と
お
り
現
状
変
更
し
た
い
の
で
，
承
認
願
い
ま
す
。

記
１
　
使
用
許
可
物
件
の
所
在
地
，
種
類
，
面
積
又
は
数
量

２
　
使
用
許
可
年
月
日

３
　
現
状
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

４
　
変
更
の
概
要

添
付
書
類
　
施
工
図
面
，
仕
様
書
等
変
更
内
容
を
証
す
る
書
類

様
式
第
5
号
（
第
17条
関
係
）

り
　
災
　
等
　
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長

　
教
育
機
関
の
長
　
殿

 
申
　
請
　
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
連
帯
保
証
人
　
住
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
ふ
り
が
な
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

　
教
育
財
産
が
下
記
の
と
お
り
滅
失
（
毀
損
）
し
た
の
で
お
届
け
し
ま
す
。

記
１
　
使
用
許
可
物
件
の
所
在
地
，
種
類
，
面
積
又
は
数
量

２
　
使
用
許
可
年
月
日

３
　
滅
失
（
毀
損
）
事
由
発
生
年
月
日

４
　
滅
失
（
毀
損
）
の
原
因

５
　
滅
失
（
毀
損
）
の
程
度

６
　
損
害
見
積
額

添
付
書
類
　
現
状
写
真
等
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
表
宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校
の
項
中
「

肢
体
不
自
由
者
に
対
す
る
教
育

」
を

「

肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
に
対
す
る
教
育

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
中
「
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
」
を
「
校
長
が
委
嘱
し
、
教
育
委

員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

　
　
　

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
四
の
項
中
「
又
は
第
六
号
」
を
削
り
、
同
表
六
の
項
中
「
第
一
期
分
の
授
業
料
又
は
当
該
年
度

の
」
を
削
り
、「
三
月
」
を
「
六
月
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
五
項
第
一
号
中
「
、
委
員
長
印
、
委
員
長
職
務
代
行
委
員
印
」
を
削
り
、「
教
育
長
印
」
の
下
に
「
、
教

育
長
職
務
代
行
委
員
印
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
中

「

委
員
長

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮 

城 

県 

教

育 

委 

員 

会

委 

員 

長 

印

総
務
課
長
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印

一
般
横
書
文
書

用

　

方
二
八

宮 城 県 教
育 委 員 会
委 員 長 印

総
務
課
長

委
員
長

職
務
代

行
委
員

印

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮
城
県
教
育

委 

員 

会 

委

員 

長 

職 

務

代
行
委
員
印

総
務
課
長

を

一
般
横
書
文
書

用

　

方
二
八

宮城県教育
委 員 会 委
員 長 職 務
代行委員印

総
務
課
長

教
育
長

印

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮
城
県
教

育
委
員
会

教
育
長
印

総
務
課
長

」

「

教
育
長

印

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮
城
県
教

育
委
員
会

教
育
長
印

総
務
課
長

」
に
、

「

教
育
長

職
務
代

行
職
員

印

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮
城
県
教
育

委 

員 

会 

教

育 

長 

職 

務

代
行
職
員
印

総
務
課
長

を

一
般
横
書
文
書

用

　

方
二
八

宮城県教育
委 員 会 教
育 長 職 務
代行職員印

総
務
課
長

」

「

教
育
長

職
務
代

行
委
員

印

一
般
縦
書
文
書

用

　

方
二
八

宮
城
県
教
育

委 

員 

会 

教

育 

長 

職 

務

代
行
委
員
印

総
務
課
長

に
改
め
る
。

一
般
横
書
文
書

用

　

方
二
八

宮城県教育
委 員 会 教
育 長 職 務
代行委員印

総
務
課
長

」

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
第
五
条
及
び
別
表
第
二

号
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
第
五
条
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
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の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
四
号
中
「
及
び
８
」
を
「
、
８
及
び
10
」
に
、「
不
利
益
処
分
」
を
「
不
利
益
処
分
等
」

に
改
め
、
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

10　

申
出
の
受
理
及
び
調
査

教
育
次
長

又
は
課
長

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
二
号
６
及
び
７
中
「
及
び
教
育
に
関
す
る
兼
業
等
の
承
認
」
を
「
、
教
育
に
関
す
る
兼
業

等
の
承
認
及
び
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
こ
と
の
承
認
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
六
号
の
表
第
二
号
中
10
を
11
と
し
、
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

10　

学
校
評
議
員
の
任
免
の
報
告
の
受
理

室　
　

長

　

別
表
第
一
第
六
号
の
表
第
八
号
を
削
る
。

　

別
表
第
一
第
七
号
の
表
第
二
号
中
10
を
11
と
し
、
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

10　

学
校
評
議
員
の
任
免
の
報
告
の
受
理

課　
　

長

　

別
表
第
一
第
七
号
の
表
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
号
14
及
び
15
中
「
及
び
教
育
に
関
す
る
兼
業
等
の
承
認
」
を
「
、
教
育
に
関
す
る
兼
業

等
の
承
認
及
び
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
こ
と
の
承
認
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
二
号
の
表
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

市
町
村
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
臨
時
的
任
用
教
育
職
員
の
配
当
及
び
任
免
に
関
す
る
事
務

所
長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
号
イ
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
２
項
第
二
号
中

　

「
ス
第　
　
　

号　
　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
」
を

　

「
ス
第　
　
　

号　
　

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
　

総
体
第　
　
　

号　
　

全
国
高
校
総
体
推
進
室
」
に
、

　

「
生
第　
　
　

号　
　

生
涯
学
習
課
」
を

　

「
生
第　
　
　

号　
　

生
涯
学
習
課

　
　

総
文
第　
　
　

号　
　

全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
六
条
第
六
号
」
を
「
第
六
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
委
員
長
名
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
第
八
条
及
び
第
二
十
九

条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
第
八
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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「
宮
城
県
上
沼
高
等
学
校　

上
高

　

別
表
中　

宮
城
県
米
山
高
等
学
校　

米
高　
　
　

を
「
宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校　

登
総
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

宮
城
県
米
谷
工
業
高
等
学
校　

米
工
」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

　
　
　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
の
二
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

第
二
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
学
校
評
議
員
の
委
嘱

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の

は
、「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
二
十
六
条
第
三
項
」
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

　
　
　

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

　

平
成
十
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
（
教
育
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
の
指
定
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

　

「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）」
を
「
地
方
教
育
行

政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）」
に
改
め
る
。
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